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 分娩施設退院後から一定の期間、助産師等の看護職が中心となって、
母子に対して、母親の身体的回復と心理的な安定および母子の愛着形
成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるように支援する事業

 実施主体は市区町村（委託可）で、主たる費用は国と市区町村が1/2ず
つ助成し、利用者の自己負担額は地域の状況や利用者の収入の状況
等で決まる

 実施形態として、①短期入所型（宿泊型・ショートスティ型）、②通所型
（ディサービス型）、③居宅訪問型（アウトリーチ型）があり、厚生労働省
の定める基準に従って、病院・診療所・助産所・産後ケアセンターなどで
実施される

 平成31年12月に本事業が法定化（母子保健法の一部を改正する法律）
され、産後ケア事業が令和3年４月から全市区町村へ努力義務として課
せられた（産後ケア事業の法制化）

 令和2年5月の第4次少子化社会対策大綱において、令和6年度末（令和
7年3月）までに全国展開を目指すこととなった

産後ケア事業の概要



メンタルヘルスに問題を抱えている妊産婦や
育児に支援が必要な妊産婦を抽出

妊婦健康診査 入院（分娩など） 産婦健康診査

産後ケア事業

精神科加療・
行政の介入など経過観察

若干の支援は必要かもしれないが
ほとんど問題ない（健やかな）育児環境

（約90％）

あきらかに
精神状態に問題あり
育児環境に問題あり

（1～3％）

育児環境・精神状態に問題がありそうだが
事業の支援によって問題を解決できる可能性がある

（約10％）

問題解決 環境や状態の悪化

産後ケア事業の役割（イメージ）
＊

＊産婦健康診査でのスクリーニングは
事業化されている



 令和5年6月30日付で、産後ケア事業について、育児不安や心身に不
調がある場合だけでなく、支援を必要とする女性は誰でも受けられる
ようにしてその利用が促されるべきであることが各自治体に通知され
た。すなわち、産後ケアを必要とするかを判断するのは自治体ではな
く利用する女性であり、産後ケア事業がユニバーサルサービスである
ことが行政によって明確化された

 また、所得制限のない利用料減免支援が導入され、利用者全員に対
して1回あたり2,500円が5回まで支援されることになった（住民税非課
税世帯では1回あたり5,000円、制限なしで補助されることが継続）

 翌年度末までの全国展開を目指すため、「産前・産後サポート事業ガ
イドライン/産後ケア事業ガイドライン」改訂のための研究会が開催さ
れた （こども家庭庁～野村総研への委託事業）

令和5年度の産後ケア事業の動き



 関連事業費が増額され、各市区町村６施設分までという上限を撤廃
～１施設が受け取る補助額は、物価高などを反映し、最大で「宿泊型」
は月251万9600円、「居宅訪問型」「通所型」は月172万7700円にそれ
ぞれ増額

 特にサポートの必要性が高い母親の利用を増やすため、産後の健診
などでうつの傾向があったり、育児への強い不安を抱えていたりする
母親を受け入れた施設には、１日あたり7000円を加算

令和6年度の産後ケア事業の動き

約84％の市区町村で実施されているが、

妊産婦側からみた利用率は10.9％に留まっている

注：産後ケア事業利用者のもっとも多い理由は、
育児疲れによるレスパイト希望



ガイドライン案には、
➢実施主体に都道府県の役割を追記
➢対象者としてユニバーサル・サービスであることを明確化
➢ケアの内容を詳細化
➢安全に関する内容について追記

野村総研HP内の報告書およびガイドライン案



生後2か月の乳児：母親の就寝中、別の部屋で子どもの面倒
を見ていた助産師が、目を離した約20分の間に心肺停止



参考：産後ケア事業に関する有識者検討会議（産後ケア事業多職種連携協議会）の設置について
産後ケア事業の安全性とケアの質等について多面的、かつ定期的に評価・検討することを目的として、多職
種の関係団体等による「産後ケア事業多職種連携協議会」（以下、協議会）が設置された。事務局は国立成
育医療研究センターにおかれ、全国保健師長会、日本医師会、日本看護協会、日本産前産後ケア・子育て支
援学会、日本産婦人科医会、日本周産期メンタルヘルス学会、日本小児科医会、日本助産師会などが参加
以下の3委員会を設置し、こども家庭庁による産後ケア事業ガイドラインの作成に寄与していくことが決定
１ 調査検討委員会（仮）：アクシデント、ヒヤリ・ハット（インシデント）事例の内容・再発防止策に関する調査の
計画

２ 安全管理委員会（仮）：ヒヤリ・ハット事例を収集し、多職種で検討するための体制作り、重大事案検証委
員会（仮）の設置、開催方法の検討、得られた知見の周知・普及啓発

３ 教育研修検討委員会（仮）：産後ケア事業受託者を対象にした研修カリキュラム、プログラム・研修資材の
検討、「産後ケア事業マニュアル（仮）」の枠組みとその概要の検討

各参加団体に対して、これらの委員会構成員を派遣して安全と質が担保された産後ケア事業の推進にむけ
た活動を支援していくことが要望され、協議・決定された

質の高い産後ケア事業の全国展開にむけて

産後のケアの効果的な実施を推進するための研究
産後ケアの安全管理のための研究（事業多職種連携協議会）
妊産婦のメンタルヘルスに関するネットワーク構築のための研究
⇒産後ケア事業ガイドライン改訂版の強化
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